
懲
戒
処
分
に
つ
い
て

国
家
公
務
員
法
の
懲
戒
処
分
は
、
一
定
の
義
務

違
反
行
為
が
あ
っ
た
職
員
に
対
し
、
使
用
者
で
あ

る
国
が
、
公
務
組
織
の
規
律
や
秩
序
の
維
持
を
目

的
に
、
制
裁
と
し
て
科
す
も
の
で
す
。

具
体
的
に
は
、
職
員
が

①�　
国
家
公
務
員
法
、
国
家
公
務
員
倫
理
法
等

に
違
反
し
た
場
合

②�　
職
務
上
の
義
務
に
違
反
し
、
又
は
職
務
を

怠
っ
た
場
合

③�　
国
民
全
体
の
奉
仕
者
た
る
に
ふ
さ
わ
し
く

な
い
非
行
の
あ
っ
た
場
合

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
、
任
命
権
者

（
各
省
大
臣
等
）
は
懲
戒
処
分
を
行
う
こ
と
が
で

き
ま
す
。

懲
戒
処
分
に
は
、以
下
の
四
種
類
が
あ
り
ま
す
。

①�　
免
職
（
職
員
の
身
分
を
奪
い
、
公
務
か
ら

排
除
す
る
処
分
）

②�　
停
職
（
一
日
以
上
一
年
以
下
の
期
間
、
職

員
と
し
て
身
分
を
保
有
さ
せ
た
ま
ま
職
務
に

従
事
さ
せ
ず
、
そ
の
間
の
給
与
を
支
給
し
な

い
処
分
）

③�　
減
給
（
一
年
以
下
の
期
間
、
俸
給
の
月
額

の
五
分
の
一
以
下
に
相
当
す
る
額
を
給
与
か

ら
減
ず
る
処
分
）

④�　
戒
告
（
職
員
の
責
任
を
確
認
し
、
将
来
を

戒
め
る
処
分
）

懲
戒
処
分
の
状
況

一�　
令
和
四
年
中
に
懲
戒
処
分
を
受
け
た
一
般
職

の
国
家
公
務
員
は
、
二
三
四
人
で
す
。

人
事
行
政
報
告

令
和
四
年
の
懲
戒
処
分
の
概
況
に
つ
い
て

　
令
和
四
年
の
処
分
数
は
二
三
四
人
で
、令
和
三
年
よ
り
一
八
人
減
少
し
て
い
ま
す
。

職
員
福
祉
局
審
査
課

○ 　
令
和
四
年
の
処
分
数
は
二
三
四
人
（
前

年
よ
り
一
八
人
減
少
）。
在
職
者
数
に
対
す

る
処
分
数
の
割
合
は
○
・
○
八
％
。

○ 　
府
省
等
別
で
は
、
法
務
省
の
三
九
人
が

最
多
。

○ 　
処
分
の
事
由
別
で
は
、
公
務
外
非
行
関

係
の
八
九
人
（
全
体
の
三
八
・
○
％
）
が

最
多
。

こ
の
処
分
数
は
、
前
年
比
一
八
人
（
七
・

一
％
）
減
と
な
っ
て
お
り
、
在
職
者
数
に
対
す

る
処
分
数
の
割
合
は
○
・
○
八
％
と
な
っ
て
い

ま
す
。（
平
成
三
〇
年
以
降
の
処
分
数
の
推
移

に
つ
い
て
は
、
図
参
照
）

二�　
処
分
数
を
府
省
等
別
に
み
る
と
、
法
務
省
が

三
九
人
、
国
税
庁
が
三
二
人
、
国
土
交
通
省
が

三
一
人
、
厚
生
労
働
省
及
び
海
上
保
安
庁
が
各

300
234

252

平成30年 平成31年・
令和元年

令和3年令和2年 令和4年

（人）

0

100

200

300

400

500

296

234

合　計

図 一般職国家公務員の懲戒処分の状況
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表１ 一般職の国家公務員の府省等別・種類別処分数（令和４年）表１

（単位：人）

免職 停職 減給 戒告 令和３年
処分数

在職者比（％）

会 計 検 査 院 1 1 1 (0) 1,259 (0.08)

人 事 院 0 ▲ 1 (1) 622 (0.00)

内 閣 官 房 5 1 1 2 1 3 (2) 1,255 (0.40)

内 閣 法 制 局 0 0 (0) 76 (0.00)

内 閣 府 1 1 ▲ 1 (2) 2,564 (0.04)

宮 内 庁 2 2 ▲ 2 (4) 1,065 (0.19)

公 正 取 引 委 員 会 1 1 0 (1) 825 (0.12)

警 察 庁 3 1 2 0 (3) 8,701 (0.03)

個 人 情 報 保 護 委 員 会 1 1 1 (0) 167 (0.60)

カ ジ ノ 管 理 委 員 会 0 0 (0) 143 (0.00)

金 融 庁 1 1 1 (0) 1,617 (0.06)

消 費 者 庁 0 0 (0) 374 (0.00)

デ ジ タ ル 庁 0 ▲ 1 (1) 409 (0.00)

復 興 庁 0 0 (0) 195 (0.00)

総 務 省 1 1 ▲ 23 (24) 4,787 (0.02)

公 害 等 調 整 委 員 会 0 0 (0) 36 (0.00)

消 防 庁 0 0 (0) 172 (0.00)

法 務 省 39 1 13 17 8 ▲ 21 (60) 48,736 (0.08)

出 入 国 在 留 管 理 庁 5 1 3 1 0 (5) 6,200 (0.08)

公 安 審 査 委 員 会 0 0 (0) 4 (0.00)

公 安 調 査 庁 2 1 1 ▲ 2 (4) 1,685 (0.12)

外 務 省 3 1 1 1 ▲ 4 (7) 6,536 (0.05)

財 務 省 13 1 8 4 7 (6) 16,930 (0.08)

国 税 庁 32 4 3 19 6 ▲ 8 (40) 58,640 (0.05)

文 部 科 学 省 7 7 7 (0) 1,826 (0.38)

ス ポ ー ツ 庁 0 0 (0) 111 (0.00)

文 化 庁 1 1 1 (0) 292 (0.34)

厚 生 労 働 省 26 3 4 17 2 5 (21) 35,913 (0.07)

中 央 労 働 委 員 会 0 0 (0) 108 (0.00)

農 林 水 産 省 15 4 6 5 7 (8) 15,346 (0.10)

林 野 庁 3 2 1 ▲ 4 (7) 4,896 (0.06)

水 産 庁 0 ▲ 2 (2) 999 (0.00)

経 済 産 業 省 3 1 2 ▲ 6 (9) 4,870 (0.06)

資 源 エ ネ ル ギ ー 庁 0 ▲ 1 (1) 454 (0.00)

特 許 庁 1 1 1 (0) 2,829 (0.04)

中 小 企 業 庁 0 0 (0) 199 (0.00)

国 土 交 通 省 31 2 3 20 6 9 (22) 40,311 (0.08)

観 光 庁 0 0 (0) 209 (0.00)

気 象 庁 5 2 2 1 4 (1) 4,995 (0.10)

運 輸 安 全 委 員 会 0 0 (0) 179 (0.00)

海 上 保 安 庁 26 3 8 4 11 7 (19) 14,573 (0.18)

環 境 省 2 2 2 (0) 2,126 (0.09)

原 子 力 規 制 庁 0 0 (0) 1,052 (0.00)

防 衛 省 0 0 (0) 24 (0.00)

国 立 公 文 書 館 0 0 (0) 62 (0.00)

統 計 セ ン タ ー 0 ▲ 1 (1) 645 (0.00)

造 幣 局 1 1 0 (1) 846 (0.12)

国 立 印 刷 局 2 1 1 2 (0) 4,166 (0.05)

農林水産消費安全技術センター 1 1 1 (0) 641 (0.16)

製品評価技術基盤機構 0 0 (0) 416 (0.00)

駐留軍等労働者労務管理機構 0 0 (0) 281 (0.00)

計 234 17 49 118 50 ▲ 18 (252) 301,367 (0.08)

(注2)　「処分数」は、非常勤職員６人（延べ数、内訳は内閣官房２人、国税庁１人、厚生労働省３人）を含む。　　　　

(注3)　表中「▲」はマイナスを示す。

(注4)　構成比の数値については、端数処理の関係で合致しない場合がある。

(参考)対前年増減

(注1）　「在職者数」は、府省については、内閣官房内閣人事局「一般職国家公務員在職状況統計表」（令和４年７月１日現在）、行政執行法人については、総務省「令和４年行政執行法人の
常勤職員数に関する報告」（令和４年１月１日現在）による。

一般職の国家公務員の府省等別・種類別処分数（令和４年）

府省名等 処分数
（参考）在職者数
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二
六
人
な
ど
と
な
っ
て
い
ま
す
。

処
分
数
が
前
年
と
比
べ
て
増
加
し
た
省
庁

は
、
国
土
交
通
省
（
九
人
増
）、
財
務
省
、
文

部
科
学
省
、
農
林
水
産
省
及
び
海
上
保
安
庁

（
各
七
人
増
）
な
ど
で
、
減
少
し
た
省
庁
は
、

総
務
省
（
二
三
人
減
）、
法
務
省
（
二
一
人
減
）

な
ど
で
す
。（
表
１
参
照
）。　

令
和
四
年
に
お
け
る
具
体
的
な
処
分
事
案
と

し
て
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。

○�　
国
土
交
通
省
の
建
設
工
事
受
注
動
態
統
計
調

査
に
つ
い
て
、
提
出
が
遅
れ
た
過
月
分
調
査
票

を
当
月
分
と
し
て
合
算
処
理
を
行
っ
て
い
た
と

こ
ろ
、
こ
れ
ら
提
出
が
遅
れ
た
調
査
票
を
補
完

す
る
た
め
の
新
た
な
推
計
手
法
を
導
入
し
た
以

降
も
合
算
処
理
が
行
わ
れ
、
結
果
と
し
て
二
重

計
上
の
状
態
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
問
題
を
的

確
に
把
握
し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
不
適
切
処

理
が
継
続
さ
れ
、
ま
た
、
把
握
し
た
以
降
に
お

い
て
も
、
そ
の
把
握
し
た
事
実
や
問
題
点
を
公

表
せ
ず
、
不
適
切
な
状
態
の
ま
ま
調
査
結
果
の

公
表
を
継
続
し
た
な
ど
と
し
て
、
同
省
に
お
い

て
、
当
時
の
担
当
部
局
管
理
職
職
員
を
含
む
四

人
に
対
し
て
減
給
処
分
が
、
一
人
に
対
し
て
戒

告
処
分
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
ほ
か
、
す
で
に
退

職
し
て
い
た
職
員
一
人
に
対
し
て
減
給
処
分
相

当
と
し
て
自
主
返
納
の
要
請
が
行
わ
れ
、
出
向

中
の
職
員
一
人
に
対
し
て
国
復
帰
時
に
減
給
処

分
が
行
わ
れ
る
予
定
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

表2 一般職の国家公務員の事由別・種類別処分数（令和４年）

（単位：人）

処分の種類
処分事由 免 職 停 職 減 給 戒 告 計

一般服務関係
（欠勤、勤務態度不良等）

4
（1）

12
（11）

31
（29）

15
（23）

62 
（64）

通常業務処理関係
（業務処理不適正、報告怠慢等） （1）

7
（5）

8
（14）

2
（8）

17
（28）

公金官物取扱関係
（紛失、不正取扱等） （1）

1 3 4
（1）

横領等関係 3
（2）

1
（2）

7
（6）

11
（10）

収賄・供応等関係
（倫理法違反等） （2）

2
（2）

8
（19） （10）

10 
（33）

交通事故・交通法規違反関係 2
（1）

12
（11）

12
（6）

11
（7）

37 
（25）

公務外非行関係
（窃盗、暴行等）

8
（13）

15
（18）

49
（40）

17
（14）

89 
（85）

監督責任関係 2
（1）

2
（5）

4 
（6）

計 17
（20）

49
（50）

118
（115）

50
（67）

234 
（252）

（注1）　処分事由が複数ある事案については、主たる事由で分類している。
（注2）　（　）内の数字は、令和３年の処分数である。
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当
時
の
担
当
職
員
一
人
並
び
に
組
織
管
理
上
の

責
任
者
と
し
て
事
務
次
官
及
び
国
土
交
通
審
議

官
一
人
に
対
し
て
訓
告
の
矯
正
措
置
が
行
わ
れ

た
。

○�　
中
小
企
業
等
が
Ｉ
Ｔ
ツ
ー
ル
を
導
入
す
る
経

費
の
補
助
と
し
て
国
か
ら
支
給
さ
れ
る
サ
ー
ビ

ス
等
生
産
性
向
上
Ｉ
Ｔ
導
入
支
援
事
業
費
補
助

金
を
、
他
者
と
共
謀
の
上
、
四
つ
の
合
同
会
社

の
名
義
で
申
請
し
、
詐
取
し
て
い
た
と
し
て
、

厚
生
労
働
省
の
他
の
職
員
を
管
理
・
監
督
す
る

地
位
に
あ
る
職
員
一
人
に
対
し
て
免
職
処
分
が

行
わ
れ
た
。

○�　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
に
よ
り

特
に
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
事
業
者
に
対

し
国
か
ら
支
給
さ
れ
る
持
続
化
給
付
金
の
不
正

受
給
に
加
担
し
た
と
し
て
、
国
税
庁
職
員
一
人

に
対
し
て
免
職
処
分
が
行
わ
れ
た
。

三�　

処
分
の
種
類
別
に
み
る
と
、
免
職
一
七
人

（
前
年
比
三
人
減
）、
停
職
四
九
人
（
同
一
人

減
）、
減
給
一
一
八
人
（
同
三
人
増
）、
戒
告
五

〇
人
（
同
一
七
人
減
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。

四�　
処
分
事
由
別
に
み
る
と
、
全
体
で
は
公
務
外

非
行
関
係
が
八
九
人
（
三
八
・
〇
％
）
と
最
も

多
く
、
次
い
で
一
般
服
務
関
係
六
二
人
（
二
六

・
五
％
）、
交
通
事
故
・
交
通
法
規
違
反
関
係

三
七
人
（
一
五
・
八
％
）、
通
常
業
務
処
理
関

係
一
七
人
（
七
・
三
％
）、
横
領
等
関
係
一
一

人
（
四
・
七
％
）
の
順
と
な
っ
て
い
ま
す
（
表

２
参
照
）。

不
祥
事
の
防
止
に
向
け
て

公
務
に
対
す
る
国
民
の
期
待
と
信
頼
を
確
保

し
、
行
政
の
円
滑
な
運
営
を
図
っ
て
い
く
た
め
に

は
、
職
員
が
国
民
全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
の
使
命

を
自
覚
し
、
厳
正
な
規
律
と
高
い
倫
理
観
を
保
持

し
つ
つ
、
そ
の
職
務
に
精
励
す
る
こ
と
が
何
よ
り

肝
要
で
す
。
ま
た
、
不
祥
事
が
発
生
し
た
場
合
に

は
、
各
府
省
等
に
お
い
て
、
速
や
か
に
そ
の
事
実

関
係
を
把
握
し
た
上
で
懲
戒
処
分
を
行
う
な
ど
、

厳
正
に
対
処
し
、
併
せ
て
具
体
的
な
再
発
防
止
策

を
講
じ
て
い
く
こ
と
が
重
要
と
考
え
て
い
ま
す
。

人
事
院
と
し
て
も
、
国
民
全
体
の
奉
仕
者
と
し

て
の
服
務
・
懲
戒
制
度
全
般
の
趣
旨
の
徹
底
の
た

め
の
取
組
と
し
て
、
懲
戒
処
分
を
行
う
に
当
た
っ

て
の
参
考
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
懲
戒
処

分
の
指
針
や
懲
戒
処
分
の
公
表
指
針
を
策
定
し
て

お
り
ま
す
。
ま
た
、
本
府
省
及
び
地
方
支
分
部
局

等
の
服
務
・
懲
戒
事
務
担
当
者
を
対
象
に
服
務
・

懲
戒
制
度
の
説
明
会
を
例
年
実
施
し
て
お
り
、
令

和
四
年
度
に
お
い
て
は
、
前
年
度
と
同
様
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大
防
止
の
観

点
か
ら
、
ま
た
、
テ
レ
ワ
ー
ク
勤
務
の
拡
大
を
踏

ま
え
、
説
明
会
等
の
実
施
に
代
え
、
音
声
解
説
付

き
の
服
務
・
懲
戒
制
度
説
明
資
料
の
配
付
を
通

じ
、
制
度
の
周
知
徹
底
を
図
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。

こ
れ
ら
の
ほ
か
、
幹
部
職
員
を
対
象
と
し
た
、
組

織
統
括
者
と
し
て
の
役
割
認
識
の
徹
底
を
図
る
た

め
の
研
修
の
実
施
、
各
府
省
等
に
お
け
る
研
修
等

に
資
す
る
新
規
採
用
職
員
・
中
途
採
用
職
員
向
け

の
義
務
違
反
防
止
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
の
作
成
・
配

布
、
ｅ
ラ
ー
ニ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
を
活
用
し
た
服
務

・
懲
戒
制
度
研
修
の
実
施
な
ど
様
々
な
取
組
を

行
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
す
。

国
家
公
務
員
倫
理
法
及
び
国
家
公
務
員
倫
理
規

程
の
遵
守
に
向
け
て
は
、
国
家
公
務
員
倫
理
審
査

会
に
お
い
て
、
広
く
地
方
機
関
に
勤
務
す
る
職
員

を
も
対
象
と
す
る
有
識
者
Ｗ
ｅ
ｂ
講
演
の
実
施
、

双
方
向
型
の
研
修
の
提
供
、
倫
理
法
等
遵
守
を
実

践
さ
せ
る
た
め
の
各
種
教
材
の
作
成
・
提
供
な
ど

を
行
っ
て
い
ま
す
。
加
え
て
職
務
の
相
手
方
と
な

る
事
業
者
や
国
民
に
対
し
て
、
各
府
省
か
ら
所
管

業
界
等
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
活
か
し
、
倫
理
規
程

の
内
容
や
倫
理
保
持
の
取
組
に
関
す
る
Ｐ
Ｒ
を
進

め
る
と
と
も
に
、
令
和
四
年
度
は
国
家
公
務
員
倫

理
審
査
会
会
長
及
び
委
員
が
経
済
団
体
を
訪
問

し
、
国
家
公
務
員
倫
理
に
関
す
る
ル
ー
ル
の
説
明

や
意
見
交
換
を
行
う
な
ど
、
研
修
・
啓
発
活
動
の

充
実
・
強
化
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

引
き
続
き
、
各
府
省
等
に
お
い
て
、
職
員
の
服

務
規
律
の
確
保
と
違
反
に
対
す
る
厳
正
な
対
応
が

行
わ
れ
る
よ
う
、
中
立
公
正
な
人
事
行
政
の
専
門

機
関
と
し
て
、
服
務
規
律
徹
底
の
た
め
の
取
組
を

実
施
し
て
ま
い
り
ま
す
。

33 人事院月報　No.885

令和４年の懲戒処分の概況について人事行政報告

人事院885_030_033_令和四年懲戒処分の概況_cs6.indd   33 23/04/24   17:18


	人事院885_000_H1_H4_CC2023
	人事院885_000_H2_H3_CC2023
	人事院885_001_目次_CC2023
	人事院885_002_015_人事院総裁賞_cs6
	人事院885_016_017_日中韓トップ会談_cs6
	人事院885_018_021_国際講演会②オランダ_cs6
	人事院885_022_024_ウズベキスタン大使館インタビュー_cs6
	人事院885_025_029_官民人事交流_cs6
	人事院885_030_033_令和四年懲戒処分の概況_cs6
	人事院885_034_039_公務員のキャリア研修_cs6
	人事院885_040_040_後記_cs6

